
 

 

報道資料 

 

 

令和４年２月28日 

十日町市新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

 

５歳から11歳までの新型コロナワクチン小児接種を実施します 

 

接種日現在、満５歳から11歳の小児を対象とした、新型コロナワクチン接種を下記の

とおり実施します。 

記 

１ 接種開始日 

 令和４年３月26日㈯から毎月１回 土曜日もしくは日曜日 

※ただし３月26日は令和３年度小学５年生のみを対象として実施 

 

２ 接種券（接種券一体型予診表）の発送（約2,600件） 

 ３月上旬から順次発送します。 

 

３ 接種体制及び接種会場 

（１）接種体制：集団接種（会場：クロステン十日町） 

（２）予約方法：インターネットまたはコールセンターでの予約となります。 

予約開始日は市報やホームページなどでお知らせします。 

＜参考＞ 

①ワクチンはファイザー社の小児用ワクチンを使用します。 

②小児用ワクチンは成人用ワクチンの３分の１の量を２回接種します。 

③１回目と２回目のワクチンは同じ小児用ファイザーを使用します。 

④５歳から 11 歳の小児接種については、予防接種法に基づく「努力義務」が適用さ 

れません。 

 

４ その他 

令和４年２月 24 日㈭から、18 歳以上を対象とした追加接種（３回目接種）の予約を受

け付けています。初回接種の２回目完了から６か月以上経過した方は、積極的な接種を

お願いします。予約方法は、インターネットまたはコールセンターまでお願いします。 

●インターネット：https://vaccines.sciseed.jp/tokamachi 

●コールセンター：0570-012-037（日曜祝祭日を除く９時～18時まで） 

 

５ 添付資料 厚生労働省パンフレット 

 

十日町市 

厚生労働省 HP 

■お問合せ先 

新型コロナウイルスワクチン接種対策室 

 担当：山家、貝瀬  ☎025-755-5320 





https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333






